
景
観
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

都
市
計
画
法
の
一
部
改
正

一

都
市
計
画
の
地
域
地
区
に
つ
い
て
、
美
観
地
区
を
廃
止
し
、
景
観
地
区
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

二

地
区
整
備
計
画
の
法
定
計
画
事
項
に
、
建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
二
条
の
五
関
係
）

三

景
観
行
政
団
体
は
、
良
好
な
景
観
の
形
成
を
図
る
た
め
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
景
観
計
画
区
域
内
に
お
い

て
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
景
観
計
画
に
定
め
ら
れ
た
開
発
行
為
に
つ
い
て
の
制
限
の
内
容
を
、
条
例
で
、
開
発

許
可
の
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
関
係
）

第
二

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正

一

景
観
地
区
内
の
建
築
制
限

１

景
観
地
区
内
に
お
い
て
は
、
建
築
物
の
高
さ
は
、
景
観
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の
高
さ
の
最
高

限
度
又
は
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
最
高
限
度
以
下
又
は
当
該
最
低
限
度
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
第
一
項
関
係
）

２

景
観
地
区
内
に
お
い
て
は
、
建
築
物
の
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
は
、
景
観
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
壁

面
の
位
置
の
制
限
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
建
築
物
の
地
盤
面
下
の
部
分
を
除
き
、
当
該
壁
面
の
位
置
の
制
限
に
反
し

て
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
第
二
項
関
係
）

３

景
観
地
区
内
に
お
い
て
は
、
建
築
物
の
敷
地
面
積
は
、
景
観
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の
敷
地
面

積
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
最
低
限
度
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
第
三
項
関
係
）

４

景
観
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
（
道
路
に
面
す
る
壁

面
の
位
置
を
制
限
す
る
も
の
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
及
び
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
一

定
の
景
観
地
区
内
の
建
築
物
で
、
当
該
景
観
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
の
内
容
に
適
合
し
、
か
つ
、
敷
地
内
に
有
効
な

空
地
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と

認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
斜
線
制
限
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
第
五
項
関
係
）

二

準
景
観
地
区
内
の
建
築
制
限



準
景
観
地
区
内
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は
、
良
好
な
景
観
の
保
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令

で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で
、
建
築
物
の
高
さ
、
壁
面
の
位
置
そ
の
他
の
建
築
物
の
構
造
又
は
敷
地
に
関
し
て
必
要

な
制
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
の
九
第
二
項
関
係
）

三

景
観
重
要
建
造
物
で
あ
る
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和

景
観
重
要
建
造
物
と
し
て
指
定
さ
れ
た
建
築
物
の
う
ち
良
好
な
景
観
の
保
全
の
た
め
そ
の
位
置
又
は
構
造
を
そ
の
状
態

に
お
い
て
保
存
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
は
、
景
観
法
に
よ
る
現
状
変
更
の
規
制
に
係
る
規
定
等
の
施
行
の
た

め
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
条
例
で
、
建
築
物
の
外
観
に
影
響
を
及
ぼ
す
制

限
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
適
用
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
八
十
五
条
の
二
関
係
）

第
三

屋
外
広
告
物
法
の
一
部
改
正

一

目
的

目
的
に
屋
外
広
告
業
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
追
加
す
る
等
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
一
条
関
係
）



二

広
告
物
等
の
制
限

１

広
告
物
の
表
示
等
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
件
に
、
景
観
重
要
建
造
物
及
び
景
観
重
要
樹
木
を
追
加
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

２

条
例
で
広
告
物
の
表
示
等
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
等
の
制
限
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
を
、
全
国
に
拡
大
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

三

景
観
計
画
と
の
関
係

景
観
計
画
に
広
告
物
の
表
示
等
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
景
観
計
画
を
策
定
し
た
景
観

行
政
団
体
の
条
例
は
、
当
該
景
観
計
画
に
即
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

四

違
反
に
対
す
る
措
置

１

都
道
府
県
知
事
は
、
違
反
広
告
物
の
除
却
等
の
措
置
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
そ

の
措
置
を
履
行
し
な
い
と
き
、
履
行
し
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
履
行
し
て
も
履
行
期
限
ま
で
に
完
了
す
る
見
込
み

が
な
い
と
き
は
、
そ
の
措
置
を
自
ら
行
う
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
三
項
関
係
）

２

簡
易
除
却
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
に
は
り
札
に
類
す
る
広
告
物
、
広
告
旗
等
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
表
示
さ



れ
て
か
ら
の
相
当
の
期
間
の
経
過
の
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
四
項
関
係
）

３

略
式
代
執
行
又
は
簡
易
除
却
を
行
っ
た
広
告
物
等
に
係
る
保
管
、
公
示
、
売
却
、
代
金
の
保
管
、
廃
棄
等
の
手
続
を

整
備
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

五

屋
外
広
告
業
の
登
録

１

都
道
府
県
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

２

１
の
条
例
に
は
、
登
録
の
有
効
期
間
、
登
録
の
要
件
、
業
務
主
任
者
の
選
任
、
登
録
の
取
消
し
又
は
事
業
の
全
部
若

し
く
は
一
部
の
停
止
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
一
項
関
係
）

３

業
務
主
任
者
と
な
る
べ
き
者
は
、
広
告
物
の
表
示
等
に
関
し
必
要
な
知
識
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
都
道

府
県
の
行
う
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
者
等
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
法
人
（
以
下
「
登
録
試
験

機
関
」
と
い
う
。
）
が
広
告
物
の
表
示
等
に
関
し
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
行
う
試
験
に
合
格
し
た
者
の
う
ち
か
ら
選
任

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
二
項
第
三
号
関
係
）

六

登
録
試
験
機
関



登
録
試
験
機
関
の
登
録
、
欠
格
条
項
、
登
録
の
基
準
、
登
録
の
公
示
、
役
員
の
選
任
及
び
解
任
、
試
験
委
員
、
秘
密
保

持
義
務
、
試
験
事
務
規
程
、
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
、
帳
簿
の
備
付
け
、
適
合
命
令
、
報
告
及
び
検
査
、
試
験

事
務
の
休
廃
止
、
登
録
の
取
消
し
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
関
係
）

七

市
町
村
の
特
例

都
道
府
県
は
、
広
告
物
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
、
条
例
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
景
観
行
政
団
体
で
あ
る
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

八

罰
則

１

登
録
試
験
機
関
に
係
る
罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
関
係
）

２

条
例
に
罰
金
の
ほ
か
、
過
料
を
科
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
屋
外
広
告
業

の
登
録
制
度
に
係
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
罰
金
及
び
過
料
以
外
の
罰
則
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
三
十
四
条
関
係
）

九

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

国
は
、
施
行
地
区
の
全
部
又
は
一
部
が
景
観
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
個
人
施
行
者
又
は

土
地
区
画
整
理
組
合
に
対
す
る
当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
無
利
子
の
資
金
の
貸
付
け
を
地

方
公
共
団
体
が
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
第
四
項
関
係
）

第
五

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

沿
道
地
区
整
備
計
画
の
法
定
計
画
事
項
に
、
建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限
を
追
加
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

第
六

集
落
地
域
整
備
法
の
一
部
改
正

集
落
地
区
整
備
計
画
の
法
定
計
画
事
項
に
、
建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限
を
追
加
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）



第
七

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
及
び
防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
の
法
定
計
画
事
項
に
、
建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩
そ

の
他
の
意
匠
の
制
限
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
関
係
）

第
八

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

公
害
等
調
整
委
員
会
が
行
う
不
服
の
裁
定
に
、
景
観
地
区
及
び
準
景
観
地
区
内
に
お
け
る
開
発
行
為
等
の
制
限
に
関
す
る

不
服
の
裁
定
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
九

自
衛
隊
法
の
一
部
改
正

一

出
動
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
応
急
措
置
と
し
て
行
う
防
御
施
設
の
構
築
等
に
つ
い
て
は
、
景
観
計
画
区

域
に
お
け
る
届
出
並
び
に
景
観
重
要
建
造
物
及
び
景
観
重
要
樹
木
に
関
す
る
許
可
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
関
係
）

二

出
動
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
応
急
措
置
と
し
て
行
う
防
御
施
設
の
構
築
等
に
つ
い
て
は
、
景
観
地
区
及

び
準
景
観
地
区
内
に
お
け
る
開
発
行
為
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
関
係
）



三

出
動
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
行
う
破
損
し
た
建
築
物
若
し
く
は
工
作
物
の
応
急
の
修
繕
又
は
応
急
仮
設

建
築
物
の
建
築
等
若
し
く
は
応
急
仮
設
工
作
物
の
建
設
等
若
し
く
は
設
置
に
つ
い
て
は
、
景
観
地
区
及
び
準
景
観
地
区
等

に
関
す
る
制
限
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
三
項
関
係
）

第
十

都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保
存
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

保
存
樹
木
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
樹
木
に
、
景
観
重
要
樹
木
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

第
十
一

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

市
町
村
が
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
と
し
て
、
景
観
農
業
振

興
地
域
整
備
計
画
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

第
十
二

都
市
緑
地
法
の
一
部
改
正

市
町
村
の
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
計
画
は
、
そ
の
市
町
村
の
区
域
が
景
観
計
画
区
域
で
あ
る
と
き

は
、
景
観
計
画
と
調
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
三
項
関
係
）

第
十
三

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正



市
町
村
長
は
、
特
定
非
常
災
害
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
災
者
の
住
宅
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
住
宅
が

不
足
す
る
た
め
市
町
村
長
の
許
可
を
受
け
た
期
間
を
超
え
て
当
該
被
災
者
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
応
急
仮
設
建
築
物

で
あ
る
住
宅
を
存
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
良
好
な
景
観
の
形
成
に
著
し
い
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
更
に

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
許
可
を
受
け
た
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

第
十
四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
十
五

施
行
期
日
そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
景
観
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
景
観
地
区
に
係
る
規
定
等
は
、
景

観
法
附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
及
び
第
八
条
関
係
）


